
交通事故状況 警 視 庁

00-0
0名古屋0
0

く
ら
し
の
掲
示
板

く
ら
し
の
掲
示
板

区　分 発生件数 死　　 者 傷　　 者

県　下 7,248（－381） 71（－16） 8,621（－299）

大崎町 54（－5） 2（－1） 62（－9）

（  　）内は対前年比
平成27年11月末現在

　年末年始は飲酒の機会が多い時期です。飲酒運転は危険な行為
でありますので絶対にしないようにしましょう。
　飲酒運転『８（やっ）せん』運動

（鹿児島県交通安全県民運動推進協議会）　　　
①酒を飲んだら運転しません　②運転するなら酒は飲みません　
③酒を飲んだ人には運転させません　④酒を飲んだ人には車は貸
しません　⑤運転する人に酒はすすめません　⑥酒を飲んだ人の
車には同乗しません　⑦使用者は、従業員に飲酒運転を命じたり
認めたりしません　⑧酒を飲んだら自転車も乗りません

飲酒運転やっせんど！

大
隅
税
務
署
か
ら

お知らせ

平
成
28
年
度
入
校
生
募
集

お知らせ
　

鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
で

は
、
次
の
と
お
り
平
成
28
年
度
の
入
校

生
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
期
間
】

　

１
月
18
日
（
月
）
〜
２
月
12
日
（
金
）

【
訓
練
科
目
】

　

情
報
電
子
科
・
デ
ザ
イ
ン
製
版
科
・

建
築
設
計
科
・
義
肢
福
祉
用
具
科
・
Ｏ

Ａ
事
務
科
・
ア
パ
レ
ル
科
・
造
形
実
務

科【
応
募
資
格
】

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の

方（
手
帳
の
な
い
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

【
試
験
日
】

　

３
月
４
日
（
金
）

　

午
前
９
時
〜
（
受
付
８
時
30
分
〜
）

【
試
験
会
場
】

　

鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

　

薩
摩
川
内
市
入
来
町
浦
之
名
1
4
3
2

　

☎
0
9
9
6
‐
４
４
‐
2
2
0
6

【
試
験
内
容
】

　

筆
記
試
験
（
国
語
・
数
学
）
お
よ
び

面
接

【
そ
の
他
】

・ 

応
募
書
類
は
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
あ
り
ま
す
。

・
入
学
金
お
よ
び
授
業
料
は
無
料
で
す
。

・ 

訓
練
期
間
中
は
訓
練
手
当
な
ど
が
支

給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

に
つ
い
て
は
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
隅

　

☎
0
9
9
‐
4
8
2
‐
1
2
6
5

問
　

鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

　

☎
0
9
9
6
‐
４
４
‐
2
2
0
6

　

税
務
署
が
開
設
す
る
申
告
相
談
会
場

お
よ
び
税
理
士
会
に
よ
る
確
定
申
告
無

料
相
談
会
場
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
申
告
書
は
会
場
内
で
作
成
・

提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
作
成
し
、
印
刷
し

て
郵
送
ま
た
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
り
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
開
設
場
所
】

　

大
隅
税
務
署

　

曽
於
市
大
隅
町
岩
川
6
4
9
1
‐
２

　

合
同
庁
舎
（
国
）
４
階

【
開
設
期
間
】

　

２
月
16
日
（
火
）
〜
３
月
15
日
（
火
）

　

た
だ
し
、
土
・
日
は
除
く
。

【
受
付
時
間
】

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
ま
で

【
注
意
事
項
】

■ 

駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
公
共

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■ 

申
告
期
限
間
際
に
な
り
ま
す
と
申
告

会
場
が
混
み
あ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
　

大
隅
税
務
署

　

☎
0
9
9
‐
4
8
2
‐
0
0
0
7

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら

お知らせ■ 

高
齢
者
・
障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る

お
知
ら
せ

　

あ
な
た
の
会
社
は
希
望
者
全
員
が
65

歳
ま
で
働
け
る
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す

か
？

　

少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
行
す
る
な

か
、
平
成
25
年
度
か
ら
老
齢
厚
生
年
金

（
報
酬
比
例
部
分
）
の
支
給
開
始
年
齢

が
段
階
的
に
65
歳
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
対
応
し
、
働
く
意
欲
の
あ
る

高
年
齢
者
を
活
用
し
て
労
働
力
と
し
て

確
保
す
る
た
め
、
希
望
者
全
員
の
65
歳

ま
で
の
雇
用
確
保
を
目
的
に
高
年
齢
者

雇
用
安
定
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
25
年

４
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
、
法
定

定
年
年
齢
を
60
歳
以
上
と
し
つ
つ
、
65

歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
と
し
て
、
左

記
の
い
ず
れ
か
の
措
置
の
実
施
を
事
業

主
に
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。（
経
過
措

置
制
度
あ
り
）

①
定
年
年
齢
の
65
歳
へ
の
引
き
上
げ

② 

60
歳
以
上
の
定
年
後
、
65
歳
ま
で
の

継
続
雇
用
制
度
の
導
入

③
定
年
制
度
の
廃
止

　

従
業
員
を
一
人
で
も
雇
用
す
る
企
業

で
①
〜
③
の
雇
用
確
保
措
置
を
未
実
施

の
場
合
は
、
早
急
に
制
度
を
導
入
し
、

そ
の
内
容
を
定
め
た
就
業
規
則
等
の
改

訂
を
お
願
い
し
ま
す
。

■ 

障
害
者
に
対
す
る
差
別
が
禁
止
さ

れ
、
合
理
的
配
慮
の
提
供
が
義
務
と

な
り
ま
す
。

◎
差
別
の
主
な
具
体
例

　

身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
、

車
い
す
の
利
用
、
人
工
呼
吸
器
の
使
用

な
ど
を
理
由
と
し
て
採
用
を
拒
否
。

　

障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
低
い
賃
金
を
設
定
す
る
こ
と
、
研

修
・
現
場
実
習
を
受
け
さ
せ
な
い
こ
と

な
ど
。

◎
合
理
的
配
慮
の
主
な
具
体
例

　

問
題
用
紙
を
点
訳
・
音
訳
す
る
こ
と
、

試
験
な
ど
で
拡
大
読
書
器
を
利
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
試
験
の
解
答
時

間
を
延
長
す
る
こ
と
な
ど
。

　

ま
た
、
車
い
す
を
利
用
す
る
方
に
合

わ
せ
て
、
机
や
作
業
台
の
高
さ
を
調
整

す
る
こ
と
、
文
字
だ
け
で
な
く
口
頭
で

の
説
明
を
行
う
こ
と
、
筆
談
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
、
通
勤
時
の
ラ
ッ

シ
ュ
を
避
け
る
た
め
勤
務
時
間
を
変
更

す
る
こ
と
な
ど
。

問
　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
隅

　
（
職
業
紹
介
第
２
部
門
）

　

☎
0
9
9
‐
4
8
2
‐
1
2
6
5
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